
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い

秩
父
市

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
き

「和を以
も

って

貴
たっと

しと為
な

す」

平
成
27
年
４
月

新
体
制
の
ス
タ
ー
ト

市
長  

久
喜  

邦
康

い
く
こ
と
か
ら
、
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ

ス
を
展
開
す
る
た
め
、
健
康
福
祉
部
を

福
祉
部
と
保
健
医
療
部
に
分
割
し
ま
し

た
。
福
祉
部
で
は
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
構
築
を
最
重
点
課
題
と
し
て
進

め
、
保
健
医
療
部
で
は
市
立
病
院
は
も

と
よ
り
地
域
医
療
機
関
と
連
携
し
、
み

ん
な
が
健
康
で
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り

を
進
め
ま
す
。
④
地
域
整
備
部
の
道
づ

く
り
河
川
課
は
道
路
維
持
課
と
道
づ
く

り
課
に
分
割
し
、
業
務
の
充
実
を
図
り

ま
す
。
道
路
維
持
課
は
将
来
を
見
据
え

た
道
路
・
橋
り
ょ
う
の
維
持
管
理
を
よ

り
計
画
的
に
進
め
ま
す
。
ま
た
、
道
路

等
の
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
問
い
合
わ

せ
も
受
け
付
け
ま
す
。
道
づ
く
り
課
は

道
路
・
橋
り
ょ
う
等
の
新
設
・
改
良
を

行
い
ま
す
。
⑤
市
立
病
院
に
は
消
化
器

内
科
部
を
新
設
し
、
消
化
器
病
専
門
医

お
よ
び
消
化
器
内
視
鏡
専
門
医
の
資
格

を
持
つ
医
師
を
配
置
し
、
診
療
の
充
実

を
図
り
ま
す
。

　

今
回
の
組
織
改
正
を
考
慮
し
た
適
材

適
所
の
人
事
異
動
を
あ
わ
せ
て
行
い
ま

し
た
。
課
長
級
職
員
以
上
の
人
事
異
動

は
市
報
５
月
号
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。

　

４
月
１
日
付
け
で
組
織
改
正
を
行
い

ま
し
た
。
①
市
長
室
に
私
が
直
轄
す
る

Ｆ
Ｍ
推
進
課
を
新
設
し
ま
し
た
。
公
共

施
設
等
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
管

理
・
活
用
す
る
こ
と
を
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
い
ま
す
が
、
頭
文

字
を
と
っ
て
Ｆ
Ｍ
推
進
課
と
し
ま
し
た
。

こ
の
課
が
中
心
と
な
り
公
共
施
設
の
再

配
置
を
強
力
に
進
め
ま
す
。
②
図
書
館

を
教
育
委
員
会
か
ら
市
民
部
へ
移
管
し
、

私
の
政
策
を
よ
り
反
映
さ
せ
、
今
ま
で

以
上
に
市
民
の
皆
さ
ん
の
利
便
性
向
上

に
つ
な
が
る
改
善
を
図
り
ま
す
。
教
育

委
員
会
は
小
中
学
校
、
幼
稚
園
等
の
教

育
行
政
に
注
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
③

高
齢
者
人
口
が
将
来
さ
ら
に
増
加
し
て

お気軽にお越しください！

ふらっと市長室
●４月15日㈬
９:00～10:00　吉田総合支所
11:00～11:30　伝承館１階
●５月29日㈮
９:00～10:00　大滝総合支所
11:00～11:30　伝承館１階
※ 日程は変更される場合があり
ます。
１秘書広報課☎２２－２５０５

テレビで秩父市からのお知らせ
が見られます

5

市ホームページ「市長ブログ～ようこそ！ 市長室へ～」日々更新中！ ぜひご覧ください。

秩
父
市
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
案
）
へ
の
ご
意
見
を
募
集

し
ま
す
。

条
例
改
正
の
趣
旨

　

行
政
不
服
審
査
に
係
る
制
度
の
見
直

し
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
行
政
手
続

法
の
改
正
を
踏
ま
え
、
市
民
の
権
利
利

益
の
保
護
の
充
実
を
図
る
た
め
、
行
政

手
続
法
と
同
様
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

条
例
改
正
の
主
な
内
容

①
「
行
政
指
導
に
お
け
る
権
限
の
根
拠

等
の
提
示
」
の
義
務
化

②
「
行
政
指
導
の
中
止
等
の
求
め
」
の

手
続
の
新
設

③
「
処
分
等
の
求
め
」
の
手
続
の
新
設

　防災・緊急情報のほか、
暮らしの情報や観光・イベ
ント情報などをお知らせし
ます。
市のデータ放送を見るには
① テレビのチャンネルをテ
レビ埼玉（地上デジタル放送３チャン
ネル）に合わせる
② テレビリモコンのｄボタンを押す
③ データ放送画面左下に表示されるメ
ニューから「秩父市からのお知らせ」
を選び、リモコンの決定ボタンを押す
●Facebookやってます！
　秩父市の旬な情報をお届けしています。
・秩父市公式フェイスブック
　１秘書広報課☎２２－２２０１
・秩父市災害情報ページ
　１危機管理課☎２２－２２０６
・秩父市役所企業支援センターページ
　１企業支援センター☎２１－５５２２
・ちちぶ森の活人
　１森づくり課☎２２－２３９６
・秩父地域おもてなし観光公社ページ
　 １秩父地域おもてなし観光公社
　　☎２６－６２６０

募
集
期
間

４
月
13
日
㈪
〜
５
月
12
日
㈫

条
例
改
正
の
概
要
の
公
表

　

右
記
の
期
間
中
、
市
Ｃ
に
掲
載
す
る

ほ
か
、
総
務
課
、
歴
史
文
化
伝
承
館
１

階
「
情
報
提
供
コ
ー
ナ
ー
」、
吉
田
・

大
滝
・
荒
川
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
、

秩
父
・
荒
川
図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

提
出
方
法
・
提
出
先

・
総
務
課
、
吉
田
・
大
滝
・
荒
川
総
合

支
所
市
民
福
祉
課
へ
文
書
で
提
出

・
総
務
課
へ

・
メ
ー
ル
で
提
出

・「
何
で
も
投
書
箱
」
へ
投
函

ご
意
見
の
取
扱
い

・
い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
対
し
て
個
別

の
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

・
い
た
だ
い
た
ご
意
見
（
個
人
情
報
を

除
く
）
は
、
市
の
考
え
方
を
付
し
て

公
表
す
る
予
定
で
す
。

１
総
務
課
☎
22

－

２
２
５
１


22

－

１
３
６
３

３so
m
u
@
city.ch

ich
ib
u
.lg.jp


